
育児休業中における組合員の掛金免除手続き

免除期間 育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで

※特例：育児休業を開始した日と終了する日の翌日の属する月が同一であり１４日以上（土日祝日含む）の場合も免除

複数月の育児休業の場合（育児休業期間：6/1～10/15、免除対象月：6～9月（月額・期末手当等））

通常
【例】

育児休業を開始した日と終了する日の翌日の属する月が同一であり１４日以上（土日祝日含む）の場合
（育児休業期間：6/5～6/25、免除対象月：6月（月額のみ）)

特例
【例】

1

育児休業

6/1 6/5 6/15 6/30

免除なし

服務上の育児休業

※ １４日未満の場合は免除とならない。

育児休業

6/1～ 9/30 10/15

免除対象月（月額・期末手当等）

服務上の育児休業

育児休業

6/1 6/5 6/25 6/30

免除対象月（月額のみ）

服務上の育児休業



育児休業中における組合員の掛金免除手続き

提出書類

 育児休業等掛金等免除申出書

 人事異動通知書の写し

育児休業を取得したとき

 育児休業等掛金等免除変更申出書

 人事異動通知書の写し

育児休業の期間を変更する場合

2

記入例
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